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10
月
の
お
知
ら
せ

10
月
の
お
知
ら
せ

仙台市政だより　29.10. 1 仙台市政だより　29.10. 1

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入 お知らせの見方は9ページ参照。ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921へお問い合わせください

保
健
･
福
祉

障
害
の
あ
る
児
童
の
保
育
所
等

利
用
申
し
込
み
の
ご
案
内

◦
対
象‖

心
身
に
障
害
が
あ
り
、
平

成
30
年
４
月
１
日
現
在
で
３
歳
以
上

の
保
育
の
必
要
な
児
童
（
保
育
所
等

に
お
け
る
保
育
が
可
能
な
児
童
）　

◦
入
所
は
平
成
30
年
４
月
か
ら
市
内

の
認
可
保
育
所
（
園
）
等
へ　
◦
申

込
期
限‖

10
月
11
日　
◦
３
歳
未
満

の
障
害
の
あ
る
児
童
は
11
月
に
募
集

し
ま
す　
申
・
問
区
役
所
家
庭
健
康

課
（
☎
は
9
ペ
ー
ジ
）

就
業
構
造
基
本
調
査
に
ご
協
力

く
だ
さ
い

　
平
成
29
年
就
業
構
造
基
本
調
査
を

10
月
１
日
現
在
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

本
調
査
は
、
就
業
・
不
就
業
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
、
雇
用
政
策
な
ど
を

立
案
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
す
る

た
め
、
５
年
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
対
象
は
無
作
為
に
選
ば
れ
た
市

内
の
約
５
千
世
帯
で
す
。
対
象
の
世

帯
に
調
査
員
証
を
携
帯
し
た
調
査
員

が
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
ご
回
答
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
区
役
所
総
務
課
、
宮
城
総
合
支
所

総
務
課
（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

公
共
的
な
花
壇
に
植
え
る
花
の

苗
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す

◦
11
月
中
に
配
達
予
定　
申
仙
台
市

公
園
緑
地
協
会
、
七
北
田
公
園
都
市

緑
化
ホ
ー
ル
、
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
勾

当
台
で
配
布
す
る
申
込
書
で
10
月
16

日
ま
で
に　
問
仙
台
市
公
園
緑
地
協

会
☎
293
・
３
5
8
3

地
価
マ
ッ
プ
を
取
引
の
参
考
に 

　
平
成
29
年
度
の
地
価
調
査
の
結
果

が
分
か
る
「
地
価
マ
ッ
プ
」
を
、
10

月
２
日
か
ら
市
役
所
本
庁
舎
1
階
市

政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
野
区
・
若

林
区
・
太
白
区
情
報
セ
ン
タ
ー
で
販

売
（
1
部
1
0
0
0
円
）
し
ま
す
。

問
財
産
管
理
課
☎
214
・
1
2
8
8

町
内
会
な
ど
が
管
理
す
る
街
路

灯
の
電
気
料
金
を
補
助
し
ま
す

◦
申
込
期
間‖

10
月
２
日
㈪
～
11
月

30
日
㈭　
◦
対
象‖

町
内
会
な
ど
の

団
体
が
管
理
し
て
い
る
道
路
照
明
用

街
路
灯
（
広
告
灯
や
営
業
用
を
除

く
）　
◦
電
力
会
社
が
発
行
す
る
９

月
分
の
電
気
料
金
領
収
書
お
よ
び
電

気
料
金
請
求
内
訳
書
（
い
ず
れ
も
写

し
で
可
）
が
必
要　
申
･
問
区
役

所
・
宮
城
総
合
支
所
道
路
課
、
秋
保

総
合
支
所
建
設
課（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
の
申

請
は
お
済
み
で
す
か

　
障
害
の
あ
る
方
の
通
院
や
入
院
な

ど
の
医
療
費
を
助
成
し
ま
す
（
障
害

の
等
級
、
所
得
に
制
限
有
り
）。
現

在
該
当
し
て
い
な
い
方
で
も
、
障
害

の
等
級
や
所
得
が
変
わ
る
と
該
当
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

使
用
済
み
小
型
家
電
の
回
収
拠

点
を
拡
大
し
ま
す

　
市
で
は
、
携
帯
電
話
や
ゲ
ー
ム
機

な
ど
の
小
型
家
電
を
無
償
で
回
収
す

る
回
収
ボ
ッ
ク
ス
を
区
役
所
や
店
舗

等
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
10
月
１
日

か
ら
回
収
場
所
を
29
カ
所
か
ら
33
カ

所
へ
拡
大
し
ま
す
。
区
役
所
等
公
共

施
設
は
開
庁
時
間
内
に
、
店
舗
は
各

営
業
時
間
内
に
利
用
で
き
ま
す
。

◦
拡
大
す
る
設
置
場
所‖

み
や
ぎ
生

協
愛
子
店
（
青
葉
区
）・
鶴
ケ
谷
店

（
宮
城
野
区
）・
太
子
堂
店（
太
白
区
）

高
森
店
（
泉
区
）　
◦
回
収
場
所
や

対
象
と
な
る
家
電
な
ど
詳
し
く
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.gom

i
100.com

/3r/

を
ご
覧
い
た
だ
く

か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
家

庭
ご
み
減
量
課
☎
214
・
８
２
２
９

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
の
対
象
と
思
わ
れ
る
方

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い

種
類

対
象
／
手
当
額
等

特別障害者手当
20
歳
以
上
で
極
め
て
重
度
の
障

害
が
あ
り
、常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
在
宅
の
方
（
お
お

む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
、療
育
手
帳
A
程
度
の
障
害
が

重
複
す
る
方
、極
め
て
重
度
な
精

神
障
害
、
難
病
の
方
な
ど
）　
◦

病
院
等
に
3
カ
月
を
超
え
て
入

院
し
て
い
る
方
、本
人
ま
た
は
扶

養
者
の
所
得
が
一
定
額
を
超
え

て
い
る
方
は
受
給
で
き
ま
せ
ん

月額26,810円

障害児福祉手当

20
歳
未
満
で
重
度
の
障
害
が
あ

る
た
め
、
常
時
介
護
を
必
要
と

す
る
在
宅
の
方　
◦
本
人
ま
た

は
扶
養
者
の
所
得
が
一
定
額
を

超
え
て
い
る
方
、
障
害
を
理
由

と
す
る
公
的
年
金
を
受
給
中
の

方
は
受
給
で
き
ま
せ
ん

月額14,580円

薬
物
の
乱
用
を
根
絶
し
ま
し
ょ

う
　
10
・
11
月
は
麻
薬
・
覚
醒
剤
乱
用

防
止
運
動
期
間
で
す
。
薬
物
の
乱
用

は
自
分
の
身
体
を
傷
つ
け
る
だ
け
で

な
く
、
大
切
な
人
の
日
常
も
奪
い
去

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
正
し
い
知
識
と

強
い
意
志
で
、
甘
い
誘
惑
は
き
っ
ぱ

り
断
り
ま
し
ょ
う
。　

問
健
康
安
全
課
☎
214
・
8
０
８
4

毒
キ
ノ
コ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い 

　
知
ら
な
い
キ
ノ
コ
は
「
採
ら
な

い
」「
食
べ
な
い
」「
売
ら
な
い
」「
人

に
あ
げ
な
い
」
よ
う
に
注
意
し
、
万

が
一
、
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
き
は
吐

き
出
し
て
、
す
ぐ
に
医
師
の
治
療
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。
区
役
所
衛
生
課

で
は
、
毒
キ
ノ
コ
に
関
す
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

問
区
役
所
衛
生
課（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

花
の
種
類
等

単
位

費
用

対
象

①
ハ
ボ
タ
ン
大

※
赤
・
桃
・
白

選
択
可
。
５
組

以
上
か
ら
受
け

付
け

３
株

／
組
１組
500
円

消費税・配達料込み
町内会・老人クラブ・子ども会など
の地域団体、会社など

②
ハ
ボ
タ
ン
小

（
赤
・
白
・
混

合
）

24
株

／
箱
１箱

2,500
円

③
パ
ン
ジ
ー

（
混
合
）、
ビ
オ

ラ
（
混
合
）

40
株

／
箱
１箱

2,600
円

④
ナ
デ
シ
コ

（
混
合
）

40
株

／
箱
１箱

2,800
円

種
類

対
象

全額助成

身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
（
３

級
は
内
部
機
能
障
害
の
み
）、
特
別

児
童
扶
養
手
当
１
級
、
療
育
手
帳

Ａ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

３分の２
助成

65
歳
未
満
で
、
身
体
障
害
者
手
帳

３
級
（
内
部
機
能
障
害
を
除
く
）、

特
別
児
童
扶
養
手
当
２
級
、療
育
手

帳
Ｂ
か
つ
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を

受
給
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

車
い
す
利
用
者
の
健
康
診
査
　  

　
筋
肉
硬
直
な
ど
の
二
次
的
障
害
を

予
防
す
る
た
め
の
健
診
で
す
。
登
録

医
療
機
関
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
健
診
期
間‖

10
月
２
日
㈪
～
11
月

30
日
㈭　
◦
対
象‖

身
体
に
障
害

（
脊
髄
損
傷
、
脳
性
ま
ひ
、
脳
血
管

障
害
等
に
起
因
す
る
も
の
）
の
あ
る

18
歳
以
上
の
在
宅
の
方
で
、
日
常
的

に
車
い
す
を
使
用
し
て
い
る
方　
◦

検
査
項
目‖

身
体
計
測
、
心
電
図
検

査
、
胸
部
X
線
検
査
な
ど　
◦
自
己

負
担
金
は
あ
り
ま
せ
ん　
問
区
役
所

障
害
高
齢
課
、
総
合
支
所
保
健
福
祉

課
（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

仙
台
市
国
民
健
康
保
険
の
特
定

保
健
指
導
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
仙
台
市
国
民
健
康
保
険
の
特
定
健

診
を
受
け
、
結
果
が
「
動
機
付
け
支

援
」
ま
た
は
「
積
極
的
支
援
」
と
判

定
さ
れ
た
方
は
、
医
師
や
保
健
師
、

税に関するお知らせ
■市県民税の納期です
　平成29年度の市県民税第３期分は、お近くの金
融機関などで10月31日㈫までに納めてください。
口座振替をご利用の方は10月31日に振り替えに
なります。
問収納管理課☎214･1010
■10月支給分の年金から引き落としされる市県
民税をご確認ください
　平成29年４月１日現在65歳以上の方で、市県民
税が公的年金からの引き落としの対象となってい
る方には、６月に通知書を送付しています。引き
落としされる税額や対象となる年金の種類をご確
認ください。通知書を紛失された場合は再発行し
てお送りします。詳しくはお問い合わせください。
問市民税課☎214･1009
■東日本大震災で半壊以上の被害を受けたマンシ
ョン等の調査を行います
　修繕の状況等を確認するため、本年度も調査を
行います。必要に応じて調査員が敷地内に立ち入
る場合がありますので、ご協力をお願いします。
問北固定資産税課【青葉区】☎214･8604【泉区】
☎214･8605、南固定資産税課【宮城野区・若林
区】☎214･8694【太白区】☎214･8695

小学校名 電話番号 健診日 受付時間

タ
行

 燕沢◎ 252･0373 11/30㈭ 12:55～13:10
鶴が丘◎ 373･0702 10/26㈭ 13:00～13:20
 鶴谷◎ 251･8391 11/15㈬ 13:00～13:20

鶴谷東◎ 251･4619 11/22㈬ 12:40～13:00
  鶴巻 259･0695 11/2㈭ 12:30～12:50
 寺岡◎ 378･7577 11/17㈮ 13:10～13:40
遠見塚 286･2010 10/26㈭ 13:10～13:30
  通町 234･2471 11/16㈭ 13:00～13:20
 富沢◎ 743･7303 11/15㈬ 12:50～13:25

ナ
行

 中田◎ 241･2610 11/16㈭ 13:00～13:30
中野栄 258･8080 11/30㈭ 13:30～14:00
  長町 248･5191 10/31㈫ 13:00～13:20
長町南◎ 247･3335 10/26㈭ 13:00～13:20
 中山◎ 278･0206 11/22㈬ 13:00～13:20

七北田◎ 372･3659 11/22㈬ 13:00～13:25
南光台 251･6330 11/22㈬ 13:00～13:15

南光台東◎ 251･1867 11/24㈮ 12:50～13:10
錦ケ丘 395･5582 11/1㈬ 13:10～13:40

西多賀◎ 245･5355 11/16㈭ 13:00～13:20
西中田◎ 241･5285 11/30㈭ 13:00～13:20
虹の丘◎ 372･5283 11/21㈫ 12:40～12:50
 西山◎ 252･0570 11/29㈬ 13:00～13:20

根白石◎ 379･2417 11/7㈫ 13:00～13:10
  野村 372･3609 11/2㈭ 12:50～13:00

ハ
行

八本松◎ 248･3930 11/22㈬ 13:10～13:30
 八幡◎ 234･4381 11/16㈭ 12:40～13:00
 馬場◎ 399･2013 11/29㈬ 13:30～13:40
 原町◎ 257･0171 12/7㈭ 12:30～12:50

東四郎丸◎ 242･3155 11/22㈬ 12:40～12:55
東仙台◎ 256･6961 11/1㈬ 12:50～13:10
東長町◎ 248･0238 11/16㈭ 12:45～13:10

東二番丁◎ 222･6279 11/17㈮ 12:30～12:50
東宮城野◎ 239･5481 11/22㈬ 12:45～13:00
東六番丁◎ 222･4216 11/30㈭ 12:40～12:55
人来田◎ 243･2185 11/29㈬ 12:50～13:00
 広瀬◎ 392･2208 11/28㈫ 12:40～13:00
  福岡 379･2421 11/9㈭ 13:00～13:10
  福室 258･2244 11/14㈫ 12:45～13:05
  袋原 241･8521 10/19㈭ 13:00～13:20
 古城◎ 285･4151 11/17㈮ 12:30～12:45

マ
行

 枡江◎ 293･4647 11/2㈭ 12:45～13:00
 松森◎ 372･0951 11/1㈬ 12:50～13:10

南小泉◎ 231･4076 11/15㈬ 12:30～13:00
南材木町◎ 222･6847 11/10㈮ 12:30～12:50
南中山◎ 376･2003 11/1㈬ 12:30～12:50
南吉成◎ 277･3581 11/10㈮ 13:00～13:20
宮城野◎ 231･6948 11/16㈭ 12:45～13:00
  向山 223･3809 11/15㈬ 13:55～14:10
茂庭台 281･1424 10/19㈭ 13:30～13:45

ヤ
行

八乙女◎ 233･9698 11/15㈬ 13:00～13:20
　館◎ 376･3139 11/29㈬ 12:40～12:55
八木山 229･2107 10/27㈮ 13:00～13:15

八木山南 244･5030 11/1㈬ 13:00～13:20
 柳生◎ 741･3270 10/19㈭ 12:55～13:15
 大和◎ 284･2450 11/7㈫ 12:45～13:15
  湯元 398･2842 10/31㈫ 13:10～13:20
 吉成◎ 279･1713 11/21㈫ 13:00～13:15

ラ
行

連坊小路◎ 256･6384 11/21㈫ 12:45～13:00
  六郷 289･2157 11/22㈬ 12:50～13:20

ワ  若林◎ 286･2735 10/26㈭ 13:00～13:20

小学校名 電話番号 健診日 受付時間

ア
行

  秋保 399･2841 10/18㈬ 13:45～14:00
  旭丘 233･5060 11/22㈬ 13:00～13:15
 芦口◎ 246･0858 11/16㈭ 13:15～13:30
 愛子◎ 391･8940 11/21㈫ 13:00～13:30
  荒巻 234･3379 11/16㈭ 13:00～13:30
 荒町◎ 221･3595 11/22㈬ 13:00～13:20
泉ケ丘◎ 372･1275 11/22㈬ 12:40～13:00
泉松陵◎ 375･9531 11/16㈭ 12:30～12:45
市名坂 773･8901 11/15㈬ 13:00～13:20
 岩切◎ 255･8012 11/30㈭ 13:00～13:20
  生出 281･2033 11/29㈬ 13:30～13:40
 大倉◎ 393･2353 11/15㈬ 13:15～13:30
 大沢◎ 394･2224 11/22㈬ 13:00～13:20
大野田◎ 247･6654 11/28㈫ 12:30～13:00
  岡田 258･1083 10/27㈮ 13:00～13:15
 沖野◎ 286･2831 11/16㈭ 13:00～13:30
沖野東◎ 285･4641 11/9㈭ 13:00～13:15
 折立◎ 226･1333 11/2㈭ 13:15～13:30

カ
行

片平丁 223･3846 11/22㈬ 13:00～13:20
  桂◎ 375･2357 11/30㈭ 12:45～13:00
  鹿野 248･1460 11/30㈭ 12:40～13:00
 蒲町◎ 286･4951 11/29㈬ 12:45～13:00
上愛子 392･2381 11/30㈭ 13:15～13:30

上杉山通◎ 221･3392 11/30㈭ 12:45～13:00
上野山◎ 245･0530 11/22㈬ 12:40～13:00
 加茂◎ 378･3067 11/15㈬ 13:10～13:30
 川平◎ 279･1712 10/26㈭ 12:30～12:50
  川前 394･2225 11/15㈬ 13:00～13:20
北仙台◎ 271･6411 11/30㈭ 13:10～13:30
北中山◎ 376･3402 11/16㈭ 12:30～13:00

北六番丁◎ 222･5086 11/16㈭ 13:00～13:20
木町通◎ 223･3480 11/16㈭ 13:15～13:30
  国見 234･6383 11/15㈬ 13:00～13:20
 栗生◎ 392･9324 11/30㈭ 13:00～13:30
  黒松 233･8080 11/16㈭ 12:30～12:50
向陽台 372･7530 11/16㈭ 12:50～13:15
 郡山◎ 249･4672 11/9㈭ 13:10～13:30
小松島◎ 234･1354 11/30㈭ 13:00～13:20
金剛沢 245･6553 11/16㈭ 12:40～13:00

サ
行

 幸町◎ 291･8392 11/16㈭ 13:00～13:20
幸町南◎ 299･0095 11/15㈬ 13:15～13:25
 作並◎ 395･2051 10/18㈬ 13:00～13:10
 桜丘◎ 278･4554 11/14㈫ 13:00～13:20
  実沢 379･2418 11/14㈫ 13:00～13:15
  七郷 288･5024 11/2㈭ 13:00～13:30
 将監◎ 372･2258 11/21㈫ 12:45～13:00

将監中央◎ 372･1276 11/22㈬ 13:00～13:20
将監西◎ 373･1287 11/16㈭ 13:00～13:15
四郎丸◎ 241･0320 11/15㈬ 12:50～13:05
   新田◎ 237･4835 10/26㈭ 13:00～13:30
住吉台◎ 379･3835 11/16㈭ 12:30～12:45

タ
行

  太白 245･8944 10/26㈭ 13:15～13:30
  高砂 258･1088 10/26㈭ 13:15～13:30
  高森 378･0255 11/16㈭ 13:10～13:20
高森東◎ 378･4122 11/30㈭ 13:00～13:15
 田子◎ 259･2226 11/16㈭ 13:15～13:30
 立町◎ 222･4078 11/22㈬ 13:00～13:20
 台原◎ 234･1361 11/1㈬ 12:45～13:00

長命ケ丘◎ 378･4172 11/9㈭ 12:40～12:55
 榴岡◎ 256･3283 11/21㈫ 13:00～13:15

来
春
小
学
校
入
学

児
童
の
健
康
診
断

▽
対
象‖

平
成
23
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
24
年
４
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童

▽
持
ち
物‖

就
学
時
健
康
診
断
実
施
の
お
知
ら
せ
（
10

月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
）・
上
靴
・
筆
記
用
具

▽
健
康
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
保
護
者
と
学
校
と
で
話

し
合
い
を
持
ち
ま
す
の
で
、
保
護
者
同
伴
で
お
願
い
し

ま
す

▽
◎
印
の
学
校
で
は
保
護
者
を
対
象
に「
子
育
て
講
座
」

（
30
分
程
度
）
を
実
施
し
ま
す

▽
指
定
さ
れ
た
学
校
で
受
診
で
き
な
い
と
き
は
、
左
表

の
学
校
で
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
必
ず
事
前
に
、

指
定
さ
れ
た
学
校
と
、
受
診
を
希
望
す
る
学
校
の
両
方

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

▽
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
自
家
用
車
の
利
用
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い

問
健
康
教
育
課
☎
214
・
8
8
8
１

（「
子
育
て
講
座
」
の
託
児
の
有
無
等
に
つ
い
て
は
各
学

校
ま
た
は
生
涯
学
習
課
☎
214
・
8
8
8
7
）

管
理
栄
養
士
な
ど
が
生
活
習
慣
の
改

善
を
支
援
す
る
特
定
保
健
指
導
を
無

料
で
受
け
ら
れ
ま
す
。
該
当
す
る
方

に
は
、
健
診
を
受
け
た
医
療
機
関
で

特
定
保
健
指
導
の
利
用
券
を
お
渡
し

し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
区
役
所
家
庭
健
康
課
、
総
合
支
所

保
健
福
祉
課
（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

◦
手
当
受
給
に
は
申
請
し
て
認
定
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す　
問
区
役

所
障
害
高
齢
課
（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）


